
令和４年度教育課程研究集会
中学校 保健体育



保健体育科の指導における
「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた授業改善について

令和４年８月

奈良県教育委員会事務局

健康・安全教育課 学校体育係

指導主事 福井 栄作



②主体的・対話的で深い学びの実現の為に

①まず学習する子供の視点に立ち、教育課程全体や各
教科の学びを通じて｢何ができるようになるか｣とい
う観点から、育成を目指す資質・能力を整理する必
要がある。

②その上で、整理された資質・能力を育成するために
｢何を学ぶか｣という、必要な指導内容等を検討する。

③その内容｢どのように学ぶか｣という、子供たちの具
体的な学びの姿を考えながら構成していく必要がある。

（2016年 中教審答申より）

★子供が｢どのように学ぶか｣の姿として示された
のが、｢主体的・対話的で深い学び｣である。



主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図る上での三つの視点

① 学ぶことに意欲や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連
付けながら、見通しもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振返っ
て次につなげる｢主体的な学び」が実現できているかという視点。

② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛
かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める｢対話的な学び｣が
実現できているかという視点。

③ 習得・活用・探求という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じ
た「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く
理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだし
て解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう
「深い学び」が実現できているかという視点。

・各視点ともに、主語が「子供 ＝ 学習者（生徒）」になっていることに注目！



学習者の視点と授業者の視点について

★『学習者の視点』と『授業者の視点』の往還が大切

｢ 内の『授業者の視点』による改善
を行った結果、 内の『学習者の視
点』による生徒の学ぶ姿にどうつながっ
たか」という点を大切に授業を改善して
いくことが必要！（逆も）

例）
・教師が具体物を提示して引きつける

・生徒が学ぶことに興味や関心をもった
か？

※それぞれの学びについて、左の表の
『学習者の視点』と『授業者の視点』を
往還（往き来）しながら授業を改善して
いくことが重要である。

その結果…



学習者の視点と授業者の視点について（拡大）

★往還しながら！



学習者の視点と授業者の視点について（拡大）

★往還しながら！



◆主体的・対話的で深い学びは、必ずしも１単位時間の授業の中で全てが実現され
るものではなく…

【例えば…】
・ 学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりして自身の学びや変容を
自覚する場面をどこに設定するか

・ 対話によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定するか

・ 児童が考える場面と教師が教える場面をどのように組み立てるか

単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して！

すなわち、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を考えることは
単元や題材など内容や時間のまとまりをどのように構成するかのデザインを考え
ること！

しっかりと指導計画を立てた上で、授業を行うことが大切！！



指導と評価の計画の作成までの手順

手順1：内容の取扱いを踏まえ、年間指導計画に各単元を位置づけ、単元の目標を設定する。

手順2：指導事項をバランスよく把握する。（解説の〈例示〉等を参考）

手順3：内容のまとまりにおける全ての｢単元の評価規準｣を作成する。
（解説の〈例示〉文末を変更）

手順4：当該単元における｢単元の評価規準｣を設定する。
（手順３で作成したものの中から選んだりする。）

手順5：当該単元における具体的な指導内容の明確化を図る。

手順6：指導と評価の計画を作成する。

単元、題材などをどのように構成するかのデザインを考えるために？

次のページにて
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【指導と評価の計画】（配布資料を参照）

・下記資料にも掲載

『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料』
発行 国立教育政策研究所

指導と評価の計画について



主体的・対話的で深い学びの実現は、バランスある資質・能力の実現
につながり、さらには生きる力を育むものとなる。



参考資料

｢主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善の視点について｣
国立教育政策研究所



終わり

ご静聴ありがとうございました。


